
羽村市と日野自動車株式会社は、羽村市動物公園のネーミングライツ・パー

トナー協定を令和8年3月５日付で更新しました。

日野自動車の社内公募で決まった愛称「ヒノトントンZOO」を継続して使用

します。

１ ネーミングライツ・パートナー

企業名：日野自動車株式会社

所在地：日野市日野台3丁目1番地1

２ 対象施設名称、愛称及びネーミングライツ料

対象施設：羽村市動物公園

愛称：ヒノトントンZOO

ネーミングライツ料：100万円（年額）

３ 愛称使用期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日（1年間）

【問合せ】
企画部 財政課

電話：042-555-1111（内線318）
E-mail：s102500@city.hamura.tokyo.jp

プレスリリース
報道機関各位

羽 村 市
東京都羽村市秘書広報課広報・シティプロモーション係

令和８年３月６日

日野自動車と羽村市動物公園の
ネーミングライツ・パートナー協定更新

本件について広く周知したいので、取り上げていただきますよう、よろしくお願いいたします。


